東京高等検察庁には、狭山事件に関わる多数の証拠がありながら弁護団にいまだに開示されていません。公正・公平な裁判を保障するためには証拠開示は不可欠です。国連の自由権規約委員会も弁護側への証拠開示の保障を勧告しています。東京高検が狭山事件に関わる手持ち証拠、とりわけ証拠リストを弁護団に開示するよう求めます。
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